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【別紙】 

サービスごとの加算の届出の考え方（令和６年６月分） 

 

１ 届出の考え方 

サービス名 届出の考え方 

各サービス共通事項 

【重要】 

■６月１日算定の加算の算定に係る体制届出の提出期限 

居宅サービス は令和６年５月15日（水） 

施設系サービスは令和６年６月１日（土） 

（※ロゴフォーム又は郵送（提出期限当日の消印有効）にて提出、メールはご遠慮く

ださい。） 

■これまでの介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベース

アップ等支援加算（以下、合わせて「旧３加算」という。）は、６月から「介護職員等

処遇改善加算（以下「新加算」という。）」に変更されます。 

これにより、旧３加算の届出があっても、新加算の届出がない場合は「なし」となり

ます。要件の見直しを踏まえ、新しい要件に即した届出を行ってください。 

ただし、当該加算の届出には処遇改善計画書の提出が必要です。 

■次ページ以降の「注意事項（各サービスの取り扱い）」を確認し、必要な届出を行って

ください。 

訪問看護 

訪問リハビリテーション 

居宅療養管理指導 

通所リハビリテーション 

【重要】 

■左記の４サービスは、令和６年６月１日施行とされました。 

 

これらのサービスにつきましては、以下の①及び②の場合は、「介護給付費算定に係る 
体制等状況一覧表」の「１：減算型」にチェックし、令和６年５月15日（水）までに届

け出てください。 
① 高齢者虐待防止の対象サービス 
・（介護予防）訪問看護 
・（介護予防）訪問リハビリテーション 
・（介護予防）通所リハビリテーション 
高齢者虐待防止措置が一つでも未実施の場合 

② 業務継続計画の対象サービス 
・（介護予防）通所リハビリテーション 
業務継続計画が未策定等の場合 
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２ 注意事項（各サービスの取扱い） 

 サービス種類 変更点 既存事業所の取扱い 

１ 

１１：訪問介護 

１２：訪問入浴介護 

１５：通所介護 

１６：通所リハビリテーション 

２１：短期入所生活介護 

２２：短期入所療養介護 

２３：短期入所療養介護 

２Ａ：短期入所療養介護 

３３：特定施設入居者生活介護 

２７：特定施設入居者生活介護(短 

期利用型) 

５１：介護福祉施設サービス 

５２：介護保健施設サービス 

５５：介護医療院サービス 

６２：介護予防訪問入浴介護 

６６：介護予防通所リハビリテー 

ション 

２４：介護予防短期入所生活介護 

２５：介護予防短期入所療養介護 

２６：介護予防短期入所療養介護 

２Ｂ：介護予防短期入所療養介護 

３５：介護予防特定施設入居者生 

活介護 

７６：定期巡回・随時対応型訪問介 

護看護 

７１：夜間対応型訪問介護 

７８：地域密着型通所介護 

７２：認知症対応型通所介護 

７３：小規模多機能型居宅介護 

６８：小規模多機能型居宅介護（短 

期利用型） 

３２：認知症対応型共同生活介護 

３８：認知症対応型共同生活介護 

（短期利用型） 

３６：地域密着型特定施設入居者生

活介護 

２８：地域密着型特定施設入居者 

生活介護(短期利用型） 

「その他該当する体制等」欄の 

「介護職員処遇改善加算」 

を 

「介護職員等処遇改善加算」 

 

に名称変更し 

 

「１：なし」 

「６：加算Ⅰ」 

「５：加算Ⅱ」 

「２：加算Ⅲ」 

を 

「１：なし」 

「７：加算Ⅰ」 

「８：加算Ⅱ」 

「９：加算Ⅲ」 

「Ａ：加算Ⅳ」 

「Ｂ：加算Ⅴ(１)」 

「Ｃ：加算Ⅴ(２)」 

「Ｄ：加算Ⅴ(３)」 

「Ｅ：加算Ⅴ(４)」 

「Ｆ：加算Ⅴ(５)」 

「Ｇ：加算Ⅴ(６)」 

「Ｈ：加算Ⅴ(７)」 

「Ｊ：加算Ⅴ(８)」 

「Ｋ：加算Ⅴ(９)」 

「Ｌ：加算Ⅴ(１０)」 

「Ｍ：加算Ⅴ(１１)」 

「Ｎ：加算Ⅴ(１２)」 

「Ｐ：加算Ⅴ(１３)」 

「Ｒ：加算Ⅴ(１４)」 

に変更 

既存届出内容がいずれの場合も新たな届

出がない場合は「１：なし」とみなす。 

（注）要件の見直しを踏まえ、新しい要件

に即して届け出を行うよう留意が必要。 
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５４：地域密着型介護老人福祉施 

設入居者生活介護 

７７：複合型サービス（看護小規模 

多機能型居宅介護） 

７９：複合型サービス（看護小規模 

多機能型居宅介護・短期利用型） 

７４：介護予防認知症対応型通所 

介護 

７５：介護予防小規模多機能型居 

宅介護 

６９：介護予防小規模多機能型居 

宅介護（短期利用型） 

３７：介護予防認知症対応型共同 

生活介護 

３９：介護予防認知症対応型共同 

生活介護（短期利用型） 

２ 

１１：訪問介護 

１２：訪問入浴介護 

１５：通所介護 

１６：通所リハビリテーション 

２１：短期入所生活介護 

２２：短期入所療養介護 

２３：短期入所療養介護 

２Ａ：短期入所療養介護 

３３：特定施設入居者生活介護 

２７：特定施設入居者生活介護(短 

期利用型) 

５１：介護福祉施設サービス 

５２：介護保健施設サービス 

５５：介護医療院サービス 

６２：介護予防訪問入浴介護 

６６：介護予防通所リハビリテー 

ション 

２４：介護予防短期入所生活介護 

２５：介護予防短期入所療養介護 

２６：介護予防短期入所療養介護 

２Ｂ：介護予防短期入所療養介護 

３５：介護予防特定施設入居者生 

活介護 

７６：定期巡回・随時対応型訪問介 

「その他該当する体制等」欄の 

「介護職員等特定処遇改善加算」 

「介護職員等ベースアップ等支援

加算」 

 

を廃止 

なし。 
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護看護 

７１：夜間対応型訪問介護 

７８：地域密着型通所介護 

７２：認知症対応型通所介護 

７３：小規模多機能型居宅介護 

６８：小規模多機能型居宅介護（短 

期利用型） 

３２：認知症対応型共同生活介護 

３８：認知症対応型共同生活介護 

（短期利用型） 

３６：地域密着型特定施設入居者 

生活介護 

２８：地域密着型特定施設入居者 

生活介護(短期利用型） 

５４：地域密着型介護老人福祉施 

設入居者生活介護 

７７：複合型サービス（看護小規模 

多機能型居宅介護） 

７９：複合型サービス（看護小規模 

多機能型居宅介護・短期利用型） 

７４：介護予防認知症対応型通所 

介護 

７５：介護予防小規模多機能型居 

宅介護 

６９：介護予防小規模多機能型居 

宅介護（短期利用型） 

３７：介護予防認知症対応型共同 

生活介護 

３９：介護予防認知症対応型共同 

生活介護（短期利用型） 

３ 

１３：訪問看護 

１４：訪問リハビリテーション 

１６：通所リハビリテーション 

６３：介護予防訪問看護 

６４：介護予防訪問リハビリテーシ

ョン 

６６：介護予防通所リハビリテーシ

ョン 

「その他該当する体制等」欄の 

「高齢者虐待防止措置実施の有無」 

 

「１：減算型」 

「２：基準型」 

 

を新設 

高齢者虐待防止措置が１つでも未実施の

場合は、「介護給付費算定に係る体制等状

況一覧表」の「１：減算型」にチェックし

提出してください。 
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４ 

１３：訪問看護 「その他該当する体制等」欄の 

「緊急時訪問看護加算」 

「１：なし」 

「２：あり」 

を 

「１：なし」 

「３：加算Ⅰ」 

「２：加算Ⅱ」 

に変更 

「３：加算Ⅰ」に該当する場合は、新たな

加算の届出が必要となる。既存届出内容が

「２：あり」で、新たな届出がない場合は

「２：加算Ⅱ」とみなす。 

（注）基本的に届出が必要。 

５ 

１３：訪問看護 

６３：介護予防訪問看護 

「その他該当する体制等」欄の 

「専門管理加算」 

「１：なし」 

「２：あり」 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：なし」とみ

なす。 

６ 

１３：訪問看護 「その他該当する体制等」欄の 

「遠隔死亡診断補助加算」 

「１：なし」 

「２：あり」 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：なし」とみ

なす。 

７ 

１３：訪問看護 

１４：訪問リハビリテーション 

６３：介護予防訪問看護 

６４：介護予防訪問リハビリテーシ

ョン 

「その他該当する体制等」欄の 

「口腔連携強化加算」 

「１：なし」 

「２：あり」 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：なし」とみ

なす。 

８ 

１４：訪問リハビリテーション 「その他該当する体制等」欄の 

「ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝマネジメント加算」 

「１：なし」 

「３：加算Ａイ」 

「６：加算Ａロ」 

「４：加算Ｂイ」 

「７：加算Ｂロ」 

を 

「１：なし」 

「３：加算イ」 

「６：加算ロ」 

に変更 

既存届出内容が「３：加算Ａイ」で、新た

な届出がない場合は「３：加算イ」とみな

し、既存届出内容が「６：加算Ａロ」で、

新たな届出がない場合は「６：加算ロ」と

みなす。既存届出内容が「４：加算Ｂイ」

「７：加算Ｂロ」で、新たな届出がない場

合は「１：なし」とみなす。 

（注）新しい要件に即して届け出を行うよ

う留意が必要。 
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９ 

１６：通所リハビリテーション 「その他該当する体制等」欄の 

「ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝマネジメント加算」 

「１：なし」 

「３：加算Ａイ」 

「６：加算Ａロ」 

「４：加算Ｂイ」 

「７：加算Ｂロ」 

を 

「１：なし」 

「３：加算イ」 

「６：加算ロ」 

「８：加算ハ」 

に変更 

既存届出内容が「３：加算Ａイ」で、新た

な届出がない場合は「３：加算イ」とみな

し、既存届出内容が「６：加算Ａロ」で、

新たな届出がない場合は「６：加算ロ」と

みなす。既存届出内容が「４：加算Ｂイ」

「７：加算Ｂロ」で、新たな届出がない場

合は「１：なし」とみなす。 

（注）新しい要件に即して届け出を行うよ

う留意が必要。 

10 

１４：訪問リハビリテーション 

１６：通所リハビリテーション 

「その他該当する体制等」欄の 

「ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝマネジメント加算に

係る医師による説明」 

「１：なし」 

「２：あり」 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：なし」とみ

なす。 

11 

３１：居宅療養管理指導 

３４：介護予防居宅療養管理指導 

「その他該当する体制等」欄の 

「医療用麻薬持続注射療法加算」 

「１：なし」 

「２：あり」 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：なし」とみ

なす。 

12 

３１：居宅療養管理指導 

３４：介護予防居宅療養管理指導 

「その他該当する体制等」欄の 

「在宅中心静脈栄養法加算」 

「１：なし」 

「２：あり」 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：なし」とみ

なす。 

13 

１６：通所リハビリテーション 「施設等の区分」欄の 

「５：大規模の事業所(Ⅰ)(病院・診

療所)」 

「８：大規模の事業所(Ⅰ)(介護老

人保健施設)」 

「Ｂ：大規模の事業所(Ⅰ)(介護医

療院)」 

「６：大規模の事業所(Ⅱ)(病院・診

療所)」 

「９：大規模の事業所(Ⅱ)(介護老

人保健施設)」 

なし。 
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「Ｃ：大規模の事業所(Ⅱ)(介護医

療院)」を廃止 

14 

１６：通所リハビリテーション 「施設等の区分」欄の 

「Ｄ：大規模の事業所(病院・診療

所)」 

「Ｅ：大規模の事業所(介護老人保

健施設)」 

「Ｆ：大規模の事業所(介護医療

院)」 

「Ｇ：大規模の事業所(特例)(病院・

診療所)」 

「Ｈ：大規模の事業所(特例)(介護

老人保健施設)」 

「Ｊ：大規模の事業所(特例)(介護

医療院)」 

を新設 

「Ｄ：大規模の事業所(病院・診療所)」「Ｅ：

大規模の事業所(介護老人保健施設)」「Ｆ：

大規模の事業所(介護医療院)」「Ｇ：大規

模の事業所(特例)(病院・診療所)」「Ｈ：

大規模の事業所(特例)(介護老人保健施

設)」「Ｊ：大規模の事業所(特例)(介護医

療院)」に該当する場合は、新たな施設等

の区分の届出が必要となる。 

15 

１６：通所リハビリテーション 

６６：介護予防通所リハビリテー 

ション 

「その他該当する体制等」欄の 

「業務継続計画策定の有無」 

「１：減算型」 

「２：基準型」 

を新設 

業務継続計画が未策定等の場合は、「介護

給付費算定に係る体制等状況一覧表」の

「１：減算型」にチェックし、提出してく

ださい。 

16 

２１：短期入所生活介護 

２２：短期入所療養介護 

２３：短期入所療養介護 

２Ａ：短期入所療養介護 

２４：介護予防短期入所生活介護 

２５：介護予防短期入所療養介護 

２６：介護予防短期入所療養介護 

２Ｂ：介護予防短期入所療養介護 

「その他該当する体制等」欄の 

「併設本体施設における介護職員

等特定処遇改善加算Ⅰの届出状況」 

を 

「併設本体施設における介護職員

等処遇改善加算Ⅰの届出状況」 

に名称変更 

（注）要件の見直しを踏まえ、新しい要件

に即して届け出を行うよう留意が必要。 

17 

６３：介護予防訪問看護 「その他該当する体制等」欄の 

「緊急時介護予防訪問看護加算」 

「１：なし」 

「２：あり」 

を 

「１：なし」 

「３：加算Ⅰ」 

「２：加算Ⅱ」 

「３：加算Ⅰ」に該当する場合は、新たな

加算の届出が必要となる。既存届出内容が

「２：あり」で、新たな届出がない場合は

「２：加算Ⅱ」とみなす。 

（注）基本的に届出を行うよう指導する点

に留意が必要。 
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に変更 

18 

６６：介護予防通所リハビリテーシ

ョン 

「その他該当する体制等」欄の 

「運動器機能向上体制」 

を廃止 

なし。 

19 

６６：介護予防通所リハビリテーシ

ョン 

「その他該当する体制等」欄の 

「選択的サービス複数実施加算」 

を 

「一体的サービス提供加算」 

に名称変更 

（注）要件の見直しを踏まえ、新しい要件

に即して届け出を行うよう留意が必要。 

 


